
 

 

 

 

令和７年度 第３０回 大石田町農業委員会総会議事録 

 

 

招集通知年月日  令和７年１１月２５日 

開 催 日 時  令和７年１１月２５日（月）午前１０時００分～午前１１時１５分 

開 催 場 所  大石田町役場３階 大会議室 

出 席 者 数  農業委員 １４名   

欠 席 者 数  農業委員  ０名   

出 席 委 員  会長 青木 忠弘 

         会長職務代理 遠藤 史夫 

 

◎農業委員 

  1番 工藤秀春   2番 齊藤 誠   3番 榎本義篤 

4番 星川奈穂   5番 伊藤芳夫     6番 土屋隆志    

7番 髙橋 勉   9番 井上和巳  10番 髙橋 肇   

11番  笹原 剛   12番 三浦清孝 

          

 

 

 

 ≪出席事務局職員≫ 

             事 務 局 長    八鍬 誠 

             事務局 主 査    横山達也 

             行 政 専 門 員    鈴木 太 

               

 

 

 

  



 

 

総 会 の 経 過 と 結 果 

◇午前１０時００分◇ 

■会長 

大石田町農業委員会会議規則第６条第１項により開会を宣した。 

■会長 

会長挨拶を行う。 

■議 長 

大石田町農業委員会会議規則第５条第２項により議長となり進行する。 

大石田町農業委員会会議規則第１６条第２項に必要な議事録署名人の選任方法について委員に諮

ります。 

（議長一任の声あり） 

議長一任というお声がありますので７番 髙橋委員、８番 小内委員にお願いしたいと思います。 

続いて、４．業務報告に移りたいと思います。事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

４．業務報告について説明をする。 

■議 長 

ただ今、事務局より説明ありましたけども、皆さんから質問や意見などありませんでしょうか。 

（質問なし） 

ないようですので、次に５．議事に入りたいと思います。第７０号議案「農地法第１８条第６項の規定に

よる合意解約の通知について」事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

第７０号議案「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知について」説明をする。 

■議 長 

ただ今の事務局の説明でありましたけども、意見や質問などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、次の７１号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」事務局より説明を

お願いします。 

■事務局 

７１号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」説明をする。 

■議 長 

第１号議案については、地元委員に意見を求めたいと思います。 

■７番委員 

譲渡人の○○さんの畑も譲受人の○○さんが隣通しでそばをまいていたんですが、一緒にまいてい

て、今回ちゃんとけりをつけたいということで、ちゃんと売り渡したいということで○○さんの方に申し出て

了解を得たそうです。それで、今まで通りそばをまいて収穫するということで、問題ないと思います。 

■議 長 

次に、第２号案件の地元推進委員に意見を求めたいと思います。 

■推進委員 

○○さんの田んぼを○○さんが元々作っていて、そこを今回売買するということで何ら問題はないと

思いますのでよろしくお願いします。 

■議 長 

それでは、皆さんから質問や意見などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、ここで皆さんの賛否を求めたいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 



 

 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いしたいと思います。 

次に、賃貸借権の新規案件について事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

７１号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」案件について説明をする。 

■議 長 

ただ今の説明でしたけども、２３、２４号案件は地元委員に意見を求めます。 

■１０番委員 

２３番の件ですけども、○○さんと○○さんの分ですけども、○○さんの父親と○○さんのお姉さんが

ここで賃貸借を何十年かずっとやっておりまして、その話を伺い、○○さんが相続されて○○さんも世代

交代ということで、その辺きちんとやった方がいいということで賃貸借をいたしました。 

２４番の○○さんの件ですけども、○○さんは、５０歳ということで認定農業者でありとても意欲のある

方です。田んぼが、○○さんのすぐ向かいということで○○さんと契約を結ぶことになりました。２件とも問

題はないと思います。 

■事務局 

横山の○○さんから○○さんの件ですけども、こちらは調査員の方とは今回申し合わせをしておりま

せんでしたが、１１月に改善組合を開催し、その場に○○さんも出席されて承認を受けております。 

あとは、７番の君ケ沢４７１３番地ですけども、ここだけ○○さんでした。書類上、○○さんが借り受けだ

ったので○○さんではないです。 

あとは、○○さんの件で参与制限については同居の場合となりますので、こちらはございませんので

大丈夫です。 

■議 長 

事務局より説明ありましたけども、それでは、改善組合の方にも話を通してもらえればいいのかなと私

も思います。でないと、改善組合がある意味がなくなってしまう、せめて会長とか上に報告してもらえれば。

知らなかったというわけにはいきませんので、そのへんのところを事務局の方にもよろしくお願いします。 

他にありますか。 

（意見なし） 

なかったら、このへんで閉会をしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

以上会議の顚末を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月２５日  

 

 

第３０回農業委員会総会       議 長                
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